


税制上の優遇

顕彰制度

ご寄付のお申し込み方法

１. 個人のご寄付

２. 法人のご寄付

寄付金控除制度を利用して、寄付金額から2,000円を差し引いた額で
所得控除を受けることができます（控除の対象となる寄付金額は総所得金額の40％が上限）。

また、個人住民税の税額控除を受けることができる市町村もあります。

新医学部棟に設置する千葉大みらい医療基金寄付者顕彰銘板へのご芳名の掲示をはじめ
様々な顕彰制度を設けさせていただきました。

ご寄付は全額損金に算入可能です。
詳細は本基金ホームページをご確認ください。

優遇措置を受ける方は別途お送りする本学発行の「寄付金領収証」に基づき、所管税務署にて
確定申告をしてください。領収証はお届けまでに約１カ月前後要しますのでご了承ください。

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 千葉大学医学部１F

043-226-2286
chiba-medic-funds@chiba-u.jp
https://www.mirai-fund.chiba-u.jp/

私たちは皆さまのご支援で支えられています。

謝意

新医学部棟講堂命名権

クリスタル表彰プレート

銘板（大）の掲示

銘板（中）の掲示

銘板（小）の掲示

オリジナルペーパーウェイト

お名前をHPへ掲載

1,000万円～

100万円～

100万円～

50万円～

10万円～

３万円～

希望者全員

1,000万円

100万円～

500万円～

200万円～

50万円～

10万円～

希望者全員

個人 法人

本基金室ホームページ内「寄付
フォーム」よりご寄付いただけ
ます。「千葉大みらい医療基金」
と検索いただくか、下記QRコー
ドをご確認ください。

クレジットカードでご寄付
大変恐れ入りますが、下記の本基
金室まで直接お越しいただきま
すよう宜しくお願い致します。

現金でのご寄付
専用振込用紙を郵送致しますの
で下記連絡先までお気軽にお問
い合わせください。

金融機関でのお振込み
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